
設置要綱 （案）佐世保市地域タクシー適正化 活性化協議会（仮称）・

制定 平成２１年 月 日

（目的）

第１条 佐世保市地域タクシー適正化 活性化協議会（仮称 （以下「協議会」という ）は、・ ） 。

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成

２１年法律第６４号。以下「法」という ）の規定に基づき、佐世保市における関係者の自主。

、 （ 「 」的な取組みを中心として 当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業 以下 タクシー事業

という ）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送が、地域公共。

交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計画の作成等を行うた

めに設置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業者の事業用自動車をいう。

３ この要綱において「タクシー運転者」とは、タクシー車両の運転者をいう。

４ この要綱において「タクシー協会等」とは、タクシー事業者の組織する団体をいう。

５ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー運転者の組織する団体をいう。

６ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は組

織の代表者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 地域計画の作成

(2) 次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整

① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該事業の

関係者の招集

② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な協力の

要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡調整

(3) 特定地域のタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げる事項の

協議

① 協議会の運営方法

その他協議会が必要と認める協議事項②

（協議会の構成員）

平成２４年９月３第４条 協議会の構成員は、別紙協議会委員名簿のとおりとし、その任期は

までとする。０日



（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は までとする。平成２４年９月３０日

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

長崎運輸支局輸送部門及び長崎県タクシー協会並びに佐世保市タクシー協会に５ 事務局は、

。置く

６ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 役員の選出を する場合議決

法第８条第１項及び第２項に掲げる協議会の構成員の種別ごとに１個の議決権とし、

議決権の過半数に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 九州運輸局長が合意していること。

② 協議会の構成員である地方公共団体の長が全て合意していること。

③ 設置要項の変更に合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタ

クシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該特定地域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 設置要項の変更に合意しているタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業

者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員で

あるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当該特定地域内の営業所

に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑦ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意していること。

(3) 地域計画の作成を する場合議決

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① (2)の①②及び④から⑥を満たしていること。

② 地域計画の作成に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシ

ー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されているタクシー車両の総

台数の過半数であること。

③ 協議会の構成員である関係行政機関が 合意していること。全て

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く ）の過半数が合。

意していること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められた事業の実

施主体とされたものが合意していること。

(4) (1)から(3)まで以外の を行う場合議決

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 会長が合意していること。



② 会長以外の構成員の過半数が合意していること。

７ 協議会は、 に開催することとする。地域計画作成後も定期的

８ 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるもの

とし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとする。

９ 協議会は原則として公開とする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に

諮り定める。

協議会発足後 記載

会長に事故がある場合の職務代理者として指名する者（協議会要綱 第５条第４項）

○○協会会長 ○○ ○○



タクシー適正化・活性化協議会

平成２１年１２月２４日 １３：３０～
佐世保自動車検査登録事務所会議室

第１回 佐世保市地域



資料 ２

「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の
適正化及び活性化に関する特別措置法」

制定の背景と協議会の目的

‐１‐



‐２‐



‐３‐



ｰ

‐４‐



特定地域の指定について

特定地域とは・・・
供給過剰の進行等によりタクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できない
地域を国土交通大臣が指定（指定期間 3年）

指定基準
１．人口１０万人以上の都市を含む営業区域

下記の①から③のいずれかに該当
①日車実車キロ又は日車営収が減少

（H１３年度との比較）

②事故件数が毎年度増加（過去５年）
③法令違反件数が毎年度増加

（過去５年）

２．地方公共団体の長から指定要請があった
人口５万人以上の都市を含む営業区域

下記の①から③のいずれかに該当
①日車実車キロ又は日車営収が減少

（H１３年度との比較で１０％以上）

②及び③については、１．と同じ

特定地域の指定
（平成２１年１０月１日告示）

・全国１４１営業区域を指定
（全６４３営業区域中）

・長崎県内３地区指定

長崎交通圏

佐世保市

諫早市

特定地域では・・・
国は新たな需要がない限り新規参入及び増車を認めないほか、監査に伴う過重処分
など監督上必要な措置を行う

‐５‐



県内特定地域のタクシー事業者数・タクシー台数
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資料 ３

佐世保市の

タクシー業界の状況

‐９‐



Ⅰ.タクシー事業の制度
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１．一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）とは・・・１．一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）とは・・・

‐１１‐



２．タクシー事業に関する現行制度の概要２．タクシー事業に関する現行制度の概要

‐１２‐



Ⅱ.タクシー事業をとりまく状況

‐１３‐



１．佐世保市内のタクシー事業の概要１．佐世保市内のタクシー事業の概要

車両数
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

法人タクシー 個人タクシー

合計

年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

法人タクシー 600 600 619 645 644 645 634 634 619 615

（構成比） 81.6% 81.6% 82.2% 83.0% 83.0% 82.5% 82.2% 82.6% 83.1% 83.2%

個人タクシー 135 135 134 132 132 137 137 134 126 124

（構成比） 18.4% 18.4% 17.8% 17.0% 17.0% 17.5% 17.8% 17.5% 16.9% 16.8%

合計 735 735 753 777 776 782 771 768 745 739

※　車両数は長崎県タクシー協会加入社の台数 資料：（社）長崎県タクシー協会　調べ
※　福祉車両は含まれていない
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実車率（％）
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27,913,147
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営業収入
（千円）

実働日車営収

22,227
22,94823,24723,29623,866

25,118
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26,964
28,00828,765

15,000

20,000

25,000

30,000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

実働日車
営収(円)

年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

実車率（％） 37.9 37.3 36.6 35.8 34.9 34.2 33.7 34.0 32.8 31.5

輸送回数 27,998,592 27,098,336 26,159,547 25,593,988 24,871,957 23,962,109 23,255,411 22,828,339 21,420,990 19,716,603

輸送人員 40,233,348 38,965,164 37,624,393 36,887,397 35,719,433 34,364,666 33,452,251 32,786,743 30,746,046 28,300,634

営業収入
（千円）

30,235,713 29,119,488 27,913,147 27,233,794 26,424,733 25,161,351 24,268,359 23,826,949 22,972,554 21,543,684

実働日車
営収(円)

28,765 28,008 26,964 26,085 25,118 23,866 23,296 23,247 22,948 22,227

資料：（社）長崎県タクシー協会　調べ

【輸送実績の推移（長崎県）】
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実車率（％）
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実働日車
営収(円)

年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

実車率（％） 35.6 34.5 33.9 33.9 32.8 32.4 32.8 33.1 32.4 31.0

輸送回数 6,112,340 5,864,628 5,600,934 5,572,018 5,458,243 5,246,941 5,181,984 5,003,880 4,601,560 4,361,666

輸送人員 8,110,110 7,792,090 7,441,384 7,433,534 7,294,390 6,973,334 6,940,433 6,711,406 6,200,537 5,880,457

営業収入
（千円）

5,713,199 5,459,779 5,193,343 5,197,173 5,112,356 4,897,754 4,812,959 4,656,177 4,439,226 4,253,946

実働日車
営収(円)

27,814 26,822 26,156 25,131 24,343 23,695 23,285 23,387 23,241 22,654

資料：（社）長崎県タクシー協会　調べ

【輸送実績の推移（佐世保市）】

‐１６‐



長崎県のタクシー運転者と
全産業の平均年収比較
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タクシー運転者

全産業

年度 長崎県 11 12 13 14 15 16 17 18 19

タクシー運転者 3,029,100 2,809,500 2,574,400 2,671,800 2,610,600 2,372,800 2,507,300 2,475,900 2,198,400

全産業 4,537,900 4,716,400 4,679,900 4,529,300 4,473,900 4,313,800 4,610,100 4,488,700 4,468,300

格差 △ 1,508,800 △ 1,906,900 △ 2,105,500 △ 1,857,500 △ 1,863,300 △ 1,941,000 △ 2,102,800 △ 2,012,800 △ 2,269,900

タクシー運転者 200 214 204 198 206 197 211 221 200

全産業 184 186 186 183 187 183 187 188 187

格差 16 28 18 15 19 14 24 33 13

資料：（社）長崎県タクシー協会　調べ（厚生労働省　賃金構造基本統計調査

平均年収(円）

月間労働時間
（時間）

【長崎県内運転者の平均年収】 【長崎県内運転者の月間労働時間】

２１６万円の格差

運賃改定
(H19.9.14)
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長崎県のタクシー運転者と
全産業の１時間単価
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長崎県のタクシー運転者と全産業の
平均年齢

48.9
50.2

52.1 52.2 53.1

53.6 53.9 54.8
55.3

41.3 41.7 41.2 41.5
42.4 42.0 42.3 42.6 43.1
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タクシー運転者

全産業

年度 長崎県 10 13 14 15 16 17 18 19 20

タクシー運転者 1,284 1,052 1,124 1,056 1,004 990 934 916 1,013

全産業 2,110 2,097 2,063 1,994 1,964 2,054 1,990 1,991 2,126

格差 △ 826 △ 1,045 △ 939 △ 938 △ 960 △ 1,064 △ 1,056 △ 1,075 △ 1,113

タクシー運転者 48.9 50.2 52.1 52.2 53.1 53.6 53.9 54.8 55.3

全産業 41.3 41.7 41.2 41.5 42.4 42.0 42.3 42.6 43.1

格差 7.6 8.5 10.9 10.7 10.7 11.6 11.6 12.2 12.2

資料：（社）長崎県タクシー協会　調べ（厚生労働省　賃金構造基本統計調査）

１時間当たり
単価

平均年齢

【県内運転者の１時間当たり単価】 【県内運転者の平均年齢】
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２．意見・要望受理件数（佐世保市）２．意見・要望受理件数（佐世保市）

データ：佐世保市タクシー協会

意見・要望受理件数（佐世保市タクシー協会）

駐車, 10, 　28%
その他, 10, 　28%

禁煙, 1,　　3%

接客・マナー, 15, 　41%

駐車

接客・マナー

禁煙

その他

＊数値は平成１８年から
平成２１年の合計値

駐車 接客・マナー 禁煙 その他 計

１８年 1 6 4 11

１９年 2 1 1 4 8

２０年 7 3 1 11

２１年 5 1 6

計 10 15 1 10 36

意見・要望種別

‐１９‐



３．人身事故発生件数３．人身事故発生件数

【長崎県内における事故件数】

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

8,489 8,389 8,777 8,504 8,380 8,117 7,904 7,332

313 307 314 303 306 305 296 288

73 66 80 60 57 59 55 38

1 1 0 0 1 1 0 0

10,870 10,836 11,319 11,070 10,840 10,504 10,271 9,557

379 372 364 351 386 376 385 360

事故件数
全自動車

タクシー（内数）

全自動車

タクシー（内数）
死亡者数

傷害者数
全自動車

タクシー（内数）

長崎県における事故件数及び
死傷者数の推移（全自動車）

11,399
11,130

10,897

10,326

7,904

8,117

7,332

8,380
8,504

8,777

8,389

8,489

9,595

10,902

10,943

10,563

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

事故件数

死傷者数

長崎県における事故件数及び
死傷者数の推移（タクシー）

313
307

314

305

296

380
373

364

351

387

377
385

306

303
288

360

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

事故件数

死傷者数

‐２０‐ データ：長崎県警察



【佐世保市内における事故件数】

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

事故件数 1,675 1,591 1,600 1,503 1,536 1,550 1,505 1,441

死亡者数 10 9 13 9 6 11 14 5

傷害者数 2,199 2,077 2,098 1,940 2,010 2,039 1,989 1,867

死傷者数 2,209 2,086 2,111 1,949 2,016 2,050 2,003 1,872

データ：長崎県警察

事故件数及び死傷者数の推移（佐世保市）

1,441

1,872

1,505

1,5501,536

1,503

1,675
1,591 1,600

2,111

2,209

2,086

1,949 2,016
2,050

2,003

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

事故件数

死傷者数
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４．タクシー事業が抱える課題のまとめ４．タクシー事業が抱える課題のまとめ

◆輸送需要の減退により・・・

・タクシー事業者の収益基盤悪化

・運転者の賃金等の労働条件悪化

◆車両台数が減少しなかったことにより・・・

・車両１台当たり利益率の低下

・タクシー車両による道路混雑（交通問題、環境問題、都市問題）

◆これらの要因により・・・

・過重労働に伴う交通事故の誘発のおそれ

・サービスの質的低下 ・・・・等々、今後顕在化 ・・・

地域公共交通機関としての機能不全

タクシー事業の適正化及び活性化の推進が必要

修正

‐２２‐



資料 ４

適正と考えられる車両数の算定について
〔佐世保市〕

‐２３‐



資料 ４
適正と考えられる車両数の算定について

○需要量の算定

次式により推定。

需要量（２１年度の推定総実車キロ）
＝２０年度の総実車キロ × 平成１６年度から５年間の総実車キロの各前年度比の平均値

○適正と考えられる車両数の算定

次式により行う。

適正と考えられる車両数

＝需要量 ÷（過去５年間の平均総走行キロ × 平成１３年度の実車率

÷ 過去５年間の平均延実働車両数）÷ ３６５ ÷ 実働率（※）

※実働率については、「９０％」及び「８５％」を適用してそれぞれ算出。

‐２４‐

「９０％」 「８５％」 【参考「８０％」】
・佐世保市 約 ４４０両 約 ４７０両 約 ５００両

〈参 考〉 平成２１年９月３０日現在の車両数 〈参 考〉 平成２１年３月３１日現在の車両数
・佐世保市 ５８５両 ・佐世保市 ６３０両



年間必要実働車両数

旅客が利用した距離

１日当たり実働車両数

タクシーが稼働した車両数

÷

適正車両数

タクシーが稼働した割合

平成１３年度
実車率

３６５日 実働率×需要量 ÷ 過去５年間
平均総走行キロ

過去５年度
平均実働車両数

÷ ÷ ÷

＝ ３６５日 実働率需要量 ÷ 年間実車キロ 過去５年度
平均実働車両数

÷ ÷ ÷

＝

＝

＝

需要量 ÷ １両あたり実車キロ

３６５日

＝

÷ ３６５日÷ 実働率

÷ 実働率

÷ 実働率

‐２５‐



資料 ５

「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の
適正化及び活性化に関する特別措置法」

地域計画

‐２６‐
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資料 ６

特定特別監視地域における

タクシー事業構造改善計画

佐世保市タクシー協会

‐２９‐



‐３０‐



‐３１‐



‐３２‐



‐３３‐



‐３４‐



‐３５‐



‐３６‐



タクシー適正化・活性化協議会

第１回 佐世保市地域

協議用 参考資料
〔各種データ〕

・佐世保市内のタクシー乗り場

・自動車の保有状況

・観光統計集計の推移

・運転免許保有者の推移



佐世保市内のタクシー乗り場佐世保市内のタクシー乗り場

資料：佐世保市タクシー協会

⑥
⑤

④

①

③

⑪
②

タクシー設置箇所一覧図

⑧
⑨⑦

⑩
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戸尾市場入口

アルファビル前

大野営業所前

田子の浦バス停

大宮公園横

松浦公園横

玉屋デパート横

島瀬ガード下

金光教下

本島町蜂の屋前

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

資料：佐世保市タクシー協会

タクシー乗り場 詳細位置図
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１．県別の自家用乗用車普及状況

平成１１年 平成２１年 平成１１年

福岡 1,984,131 2.148 2.498

佐賀 371,384 1.899 2.380

長崎 537,187 2.282 2.862

熊本 754,146 1.984 2.480

大分 516,886 1.903 2.396

宮崎 508,068 1.882 2.339

鹿児島 705,869 1.998 2.537

〔出典：平成２１年度我が国の自動車保有動向〕

２．都市別１台あたり人口

1 1.78 96,232

2 1.79 73,799

2 1.79 71,314

4 1.87 199,026

4 1.87 76,078

6 1.88 125,776

7 1.98 152,917

8 2.03 66,529

8 2.03 66,270

10 2.08 323,876

10 2.08 63,451

12 2.2 445,451

13 2.22 115,059

14 2.5 294,044

15 2.61 530,329

16 2.77 161,093

2.21

〔出典：平成２１年度我が国の自動車保有動向〕

・全国保有車両上位２００都市から九州内を抽出

・車両数は自家用車で登録車、小型二輪、軽自動車

保有台数 １台あたり人口

順位

865,271

１台当たり
人口

自家用車
保有台数

平成２１年

2,342,439

454,061

639,101

927,178

636,354

614,188

　　都城市

　　飯塚市

　　霧島市

　　宮崎市

　　諫早市

　　佐賀市

　　久留米市

　　八代市

　　延岡市

　　熊本市

　　唐津市

　　北九州市

　　佐世保市

　　鹿児島市

　　福岡市

　　長崎市

　　全国平均

都市県別

宮崎県

福岡県

鹿児島県

宮崎県

長崎県

佐賀県

福岡県

熊本県

宮崎県

熊本県

佐賀県

長崎県

福岡県

長崎県

鹿児島県

福岡県

自動車の保有状況自動車の保有状況

※佐世保市データは自家用・事業用の全車両（軽二輪のみ除く）
※人口・車両数は合併前の旧町データを含む

資料：長崎運輸支局及び軽自動車検査協会調べ

佐世保市における人口及び保有車両数の推移

241,007 240,628 239,636 238,833

247,860

256,374 254,650 252,698

148,321 149,801 150,694
152,126 153,498 153,908 153,445

153,079

114,504

0.637

0.606
0.6030.6000.619

0.629

0.6230.615

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

保有車両数

人口

１人あたりの車両数

３．人口及び保有車両数推移（佐世保市）

2年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

保有車両数 114,504 148,321 149,801 150,694 152,126 153,498 153,908 153,445 153,079

人口 241,007 240,628 239,636 238,833 247,860 256,374 254,650 252,698

１人あたりの
車両数

0.615 0.623 0.629 0.637 0.619 0.600 0.603 0.606
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観光統計の推移（佐世保市）観光統計の推移（佐世保市）

資料：佐世保市HP 佐世保市企業立地・観光物産振興局調査-4-



運転免許保有者数の推移運転免許保有者数の推移

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

運転免許証の保有者数 821,697 833,351 842,942 850,679 854,937 856,760 858,181 858,999

人口 1,511,786 1,506,417 1,500,156 1,493,611 1,478,632 1,466,512 1,453,740 1,441,451

保有者比 54.4% 55.3% 56.2% 57.0% 57.8% 58.4% 59.0% 59.6%

運転免許証の保有者数及び人口の推移（長崎県）

1,506,417 1,500,156 1,493,611 1,478,632 1,466,512 1,453,740 1,441,451

858,999858,181856,760821,697 833,351 842,942 850,679 854,937

1,511,786

59.6%59.0%58.4%57.8%

57.0%
55.3% 56.2%

54.4%

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

運転免許証の保有者数

人口

保有者比

資料 長崎県警察

運転免許証の保有者数及び人口の推移（佐世保市）

247,860
256,374 254,650 252,698

151,803151,526151,229144,889138,081136,994

133,441

135,674

238,833239,636240,628241,007

60.1%59.5%59.0%58.5%57.8%
57.2%56.4%

55.4%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

運転免許証の保有者数
人口
保有者比

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

運転免許証の保有者数 133,441 135,674 136,994 138,081 144,889 151,229 151,526 151,803

人口 241,007 240,628 239,636 238,833 247,860 256,374 254,650 252,698

保有者比 55.4% 56.4% 57.2% 57.8% 58.5% 59.0% 59.5% 60.1%

【佐世保市】【長崎県】
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